
準備書

評価書

環境アセスメント

配慮書

環境影響評価法等に基づく手続きの流れ

方法書

工事着手

報告書

備考実施日方法書の手続き
8月27日～9月26日公告・縦覧

8月27日～10月10日住民等意見の提出

9月11日住民説明会の開催

※110月29日意見の概要の送付
坂出市長、
宇多津町長10月30日市町長への意見照会

11月7日審査会への諮問

※2期限：令和8年1月26日知事意見の提出

資料１－１

※1 1通（5件）の意見あり。（資料１－３を参照）
※2 知事意見は、事業者に替えて経済産業大臣に対して述べることとなっています。
（電気事業法第46条の7）

環境アセスメントにおいて、どのような項目について、

どのような方法で調査・予測・評価をしていくのか

という計画を示したものです。

実施済み（令和7年2月～4月）

今回の手続き


